
【 歳入 】

【 歳出 】

障害者福祉事業 518,401 210,022 145,376 0 7,390 21,266 134,347

高齢者福祉事業 35,532 0 874 0 3,121 4,310 27,227

児童福祉事業 475,117 187,056 81,609 0 57,801 20,315 128,336

高齢者医療事業 502 0 0 0 0 68 434

その他 33,033 503 0 0 12 4,444 28,074

小　　　計 1,062,585 397,581 227,859 0 68,324 50,403 318,419

予防事業 38,101 0 0 0 0 5,207 32,894

保健事業 48,084 55 2,226 0 0 6,259 39,544

母子保健事業 16,286 1,018 244 0 200 2,026 12,798

健康づくり事業 393 0 0 0 0 54 339

その他 338,590 1,087 2,186 40,800 112 40,233 254,172

小　　　計 441,454 2,160 4,656 40,800 312 53,779 339,747

国民健康保険事業（繰出金） 125,926 13,985 51,993 0 0 8,193 51,755

介護保険・介護サービス事業（繰出金） 253,256 6,130 3,065 0 0 33,353 210,708

後期高齢者医療事業（繰出金） 216,771 0 37,885 0 0 24,447 154,439

小　　　計 595,953 20,115 92,943 0 0 65,993 416,902

2,099,992 419,856 325,458 40,800 68,636 170,175 1,075,068

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

合　　　　　　　　計

【予算資料】

地方消費税交付金（社会保障財源化）が充てられる社会保障施策に要する経費

　令和２年度富士川町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。

１７０，１７５千円

２，０９９，９９２千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

令和２年度予算額

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

※１　事務費や事務職員の人件費等は除く。

※２　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の割合に応じて按分して充当している。

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

保健衛生

保険・医療

区　分 事　　業　　名　　等

その他

特　　　　定　　　　財　　　　源

地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

一　　般　　財　　源

社会福祉


